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一部規則の改定について 

 

誠に勝手ながら、一部規則の改定を行います。詳細は、下記のとおりです。 

  

記 

 

１ 改定規則 

「旅客営業規則」 

第３１条第２項の様式、第４０条第４項の様式、第２４３条、別表第２号 

 

２ 改定日 

２０２６年３月１４日（土）初電より  

 

３ 改定内容 

【別紙】新旧表をご確認ください。 



 
「旅客営業規則」新旧対照表 改定（20260314） 

 

現行版 改定版 

「旅客営業規則」 

 

（被救護者割引証） 

第 31条 

 第 2項の様式 

                   表           裏 

   
様式変更のため差し替え⇒ 

 

 

（通学用割引回数乗車券の発売） 

第 40条 

 第 4項の様式 

                   表           裏 

   
様式変更のため差し替え⇒ 

 

 

（割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限） 

第 243条 区間等に制限のある種類の割引乗車券又は特殊割引回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更 

 の取扱いをしない。 

 

 

別表第 2号 

（前略） 

品目番号 大分類 中分類 小分類 危険品の品目 適用除外の物品 

７ 
その他 

危険物 
毒物・劇物 － 沸化水素酸 － 

（後略） 

 

「旅客営業規則」 

 

（被救護者割引証） 

第 31条 

 第 2項の様式 

                  表            裏 

    
 

 

 

（通学用割引回数乗車券の発売） 

第 40条 

 第 4項の様式 

                   表           裏 

   
 

 

 

（割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限） 

第 243条 区間等に制限のある種類の割引乗車券、被救護者割引普通乗車券、定期乗車券又は特殊割引回数乗車  

 券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない  

 

 

別表第 2号 

（前略） 

品目番号 大分類 中分類 小分類 危険品の品目 適用除外の物品 

７ 
その他 

危険物 
毒物・劇物 － フッ化水素酸 － 

（後略） 

 

 


